
                        

様式第 1号 

会 議 録 

 

会議の名称 令和 4年度 第 3回所沢市立所沢図書館協議会 

開催日時 令和 5年 1月 20日（金）午後 2時～3時 10分 

開催場所 所沢図書館本館 3階集会室 

出 席 者 の 氏 名 熊本純利、喜多濃定人、齋藤千里、河本直子、秋本敏、髙橋宏司、 

藤本浩志、内山直樹、針生清美 

欠 席 者 の 氏 名 及川道之 

説明者の職・氏名  

議 題 （１） 図書館の広報について 
（２） その他 

資料複写サービスについて 

 

会 議 資 料 

 

・第３回所沢市立所沢図書館協議会次第 

・図書館の広報について【資料 1】 

・令和４年度各館利用者懇談会日程表【資料 2】 

・所沢市立所沢図書館資料複写取扱規則【参考 1】 

・令和４年度埼玉県内公共図書館等の調査統計データ【参考 2】 

担 当 部 課 名 

 

教育委員会 教育長 中島秀行 

部長  千葉裕之 

次長  皆川博幸 

所沢図書館 館長  古田晃一 

  主査  下村恵利子  主査  小澤朋子 

     主査  荒井英子   主査  桑名慎一郎 

主査  吉田隆幸   主任  鎌田優子 

              所沢図書館 電話 04-2995-6311 

 

 

 

 

 

 



                        

 

 

様式第２号 

 

発言者 審議の内容（審議経過・決定事項等） 

事務局 

 

 

 

事務局 

 

 

 

教育長 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

事務局 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

１ 開 会 

   

以下、館長が進行 

 

本日の会議は、新型コロナウイルス感染症対策として、窓を開け、席と席の

間に間隔をとって、実施する。 

及川委員より「所用のため欠席」との連絡をいただいている。 

 

２  挨拶 

  

協議に先立ち、会議の公開について、規定により原則公開となっているがよ

ろしいか。 

 

委員了承 

 

会議録署名人は内山委員、齋藤委員とし、記録方法については、要点筆記と

する。 

 「発言者」及び「答弁者」の記載方式について、発言者の委員名は「委員」

とだけ記載するがよろしいか。 

  

委員了承 

 

傍聴者１名 

 

資料の確認 

 

 

３ 議事 

⑴ 図書館の広報について 

主な広報活動として、広報紙、利用案内・チラシ・ポスター、ホームページ

などを通じて情報を発信し、利用促進をはかっている。図書館は、子どもか

ら大人まで幅広い年齢層に利用されているが、近年ＳＮＳ等の普及に伴い、

新しいかたちでの広報が求められていると感じることも多くなってきた。各

担当より図書館の広報の現状や図書館ホームページについて、ご報告する。

図書館のさらなる利用促進をはかっていきたいので、意見を伺いたい。 

広報活動の現状として、紙媒体のものについて説明する。年１回、「図書館

要覧」を発行。毎月１回、「今月の図書館」、「映画会のご案内」、「ほんの

もりのトベア」を発行。「翔びたつひろば」の中に図書館の情報を掲載。図書
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会長 

 

委員 

 

事務局 

 

 

委員 

館ホームページでは行事、お知らせを随時更新している。図書館だより「復刊

いずみ」は年２回発行。「広報ところざわ」では数年に１回図書館の特集を掲

載。障害者向けとしては、「録音資料を利用できます！」、「図書館の対面朗

読」のチラシを配布。その他各分館独自の広報紙を発行し、利用促進を図って

いる。 

 

図書館ホームページについて、スクリーンで説明する。広報としては、重要

なお知らせ、お知らせ、行事案内のメニューがある。左側の広報紙等のメニュ

ーから、「今月の図書館」のＰＤＦ版などがダウンロードできる。右側の施設

概要に全館まとめて掲載し、グーグルマップと連動して地図を掲載。アクセス

数は１日５～６千アクセス程度。右上のこどものページでは、漢字を使わず親

しみやすいデザインで、図書館の利用方法などを掲載。 

 

今後の図書館の広報の課題について説明する。子育て世代や働き盛りの世代、

あるいは中高生に向けての広報手段として、ソーシャルネットワーキングサー

ビス、略してＳＮＳが有効と考えている。ツイッターは１４０文字以内のメッ

セージと写真も投稿でき、速報性が高く、多くの有名人や企業団体などから様々

な情報が発信されている。インスタグラムはスマートフォンで撮影した写真や

動画などを投稿できる。フェイスブックは、本名の使用が原則で、ブログのよ

うな使い方ができる。図書館の広報ではこれまでイベントなどの開催告知が中

心となっていた。ＳＮＳで実際に行った行事の様子などを写真で掲載できれば、

参加していない方へ興味を持ってもらう機会になると考えている。また定期的

に行っている特集展示の本なども写真付きで紹介すれば、図書館は本を借りて

読むだけの場所というイメージで、ご来館いただいていない市民の方々へ、も

っと気軽に訪れることができる魅力的な空間、とアピールできるものと考えて

いる。県内の図書館を調べたところ、ＳＮＳは図書館独自のものと、市公式の

ものを利用しているところがあった。図書館独自の場合は、図書館のホームペ

ージにアップしてあり、図書館の利用者の目に留まりやすい。市公式の場合は

市のホームページなどの媒体であれば、全く図書館に興味を持っていない方に

も見てもらえる可能性が高くなる。ただし、市の中で発信数が多いと、組織の

中で埋没してしまい、図書館が目立たなくなる可能性も懸念される。こういっ

た状況を踏まえ、どういった方法が所沢図書館で有効か研究している段階であ

る。一方で、紙媒体での広報も、パソコンやインターネットを利用しない利用

者の方に向けて継続して行い、内容の充実を検討している。また障害のある方

への広報はどういった形が一番効果的なのか、今後さらに研究を進めていく必

要がある。以上の状況を踏まえて、ぜひ委員の皆様の貴重なご意見を伺いたい。 

 

事務局より説明があったことについて、質問や意見はあるか。 

 

今までマスコミを利用したイベント時の取材はあったのか。 

 

行事を行う際に資料提供したことはあるが、取材まではいかなかった。何か

あればＰＲしたいが、中々ニーズがない。 

 

ホームページはスマートフォンでも同じ画面が閲覧できるのか。 



                        

事務局 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

   

 

 

会長 

 

 

事務局 

 

委員 

 

事務局 

 

委員 

 

事務局 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

会長 

 

委員 

 

 

スマートフォン版を用意しているが、ＰＤＦはパソコン版の画面に遷移して

もらう必要がある。 

 

コンビニ取り次ぎの中止について、増やしたり減らすには制約条件としてお

金がかかるのか。利便性としては地域にあると良いと考えるが、どういった事

情があるのか。アクセス数として、下位ページのアクセス数はわかるのか。視

聴覚資料の貸出点数が２点から３点に増えるのは良いことなのでぜひ増やして

いってほしい。具体的に障害者向けの広報として検討しているものはあるのか。

市と国との連携は簡単ではないかもしれないが、厚労省の施設が近くにあるの

で、国リハや研究所と連携できれば所沢モデルとしてＰＲでき、近隣にも広げ

ていけると思う。 

 

コンビニの取り次ぎは広報とは関係ないので、今回は広報について議論して

いきたい。 

 

各コンテンツのアクセス数は一部を除いて把握している。 

 

資料の検索数はわかるのか。 

 

回数は把握できる。 

 

1日で５～６千件のアクセスの中で、資料の検索は何件なのか。 

 

別々に数を採取しているので難しい。 

 

視覚障害者向けに音声のテープなどでフォローをされているのか。 

 

順番に回答していきたい。まず、コンビニエンスストアの取り次ぎの中止に

ついては、店舗の協力があって成り立つサービスなので、店舗側の事情によっ

て今後できないと言われれば、残念ながら中止となる。毎年本社や営業所にコ

ンタクトを必ずとっている。秋に２店舗中止した地区には継続して働きかけを

行っている。障害者向けのサービスについては、過去に国立障害者リハビリテ

ーションセンターと連携してポスターとチラシの配布等の協力の相談をして、

ある一定期間ＰＲしたことがある。今年度対面朗読の朗読者の方の勉強会と担

当職員の研修を兼ねて、両施設を見学している。両施設の利用者からの利用も

多いので、連携していきたいと考えている。 

 

視覚障害の方に対しては、ホームページでのアクセシビリティは配慮してい

る。また、広報課でデイジー広報を作成している。 

 

利用者以外の広報活動のアイデアをぜひ出していただきたい。 

 

私は中央公民館で子育てひろばのボランティアをしていて、月 1 回所沢分館

の司書の方が、０～１歳の子どもとお母さん向けのおはなし会の読みきかせに

出張していて、とても好評である。実際に現物を見せると喜ばれていて、所沢
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分館で借りていかれる。子育てに悩むお母さん向けの本も紹介している。待っ

ているだけではなく出張してくれるのは良いことだと思う。長い目で見ると利

用者拡大には子どもたちが重要と考える。小学校の朝読書でこの本はどの図書

館にある、と声かけするなど、子ども時代に良い本や司書に出会えると良い。

長い目で学校図書館の充実が望まれる。 

 

図書館に足を運べない対象者として、中高生や障害者向けのホームページは

あるのか。視覚障害者は対面朗読も一歩外出するまでのハードルが高い。 

 

年齢別のページはない。ターゲットを絞るのは現実的に難しいので、大人と

子どもの分類にするしかない。デイジーは全国からメディアを借りて提供して

いる。将来的に布絵本を検討している。 

 

私は校長をしており、本日４時間目に代理で授業を受け持った。小学校３年

生の総合学習で、魅力ある所沢を紹介するガイドブックを作る内容だった。図

書館を調べたが内容が難しい。子どもたちはアクセスしてトコろんの動画は見

ているが、子どもの知識ではガイドブックにまとめるところまでは発展できな

い。子ども向けのページを充実してほしい。 

 

ＳＮＳは他市は行事の実績の写真もいくつか発信しているが、可能性として

発信だけではなくフィードバックできる作り方をしてはどうか。 

 

図書館協議会の会議録を図書館のホームページに掲載してほしい。 

 

市のホームページに掲載している。 

 

図書館のホームページにリンクを貼った方が良い。 

 

前向きに検討する。 

 

学校の先生が、図書館のことを話してくれた記憶があまりない。司書は話し

てくれるが、一番親しい担任の先生からはそういう話を聞いた覚えがない。学

校の先生たちにまずアピールするのも一つの手だと思う。図書館が好きで熱心

な若者が集まってくれる場があれば、また違ったアイディアが出てくると思う。

自治体によっては図書館に限らず、高校生が入って会議をする自治体もある。 

 

公民館での子育てひろばなどでは、主催者側から職員の派遣依頼をいただけ

れば、担当グループで伺っている。今年度は山口公民館と並木公民館から呼ん

でいただいた。今回は職員が 2 名ずつ、子育てひろばと親子おはなし会に出張

した。今日は午前中この会場で、親子おはなし会があり、定員１０組満員御礼

だった。予約開始日から電話が鳴り続いた。また、小学校 2 年生が図書館見学

に来館している。航空公園がある図書館が魅力のようで、担当エリア以外の学

校も、航空公園に行くついでに、ぜひ本館を見学したいとの要望があり、１０

月には連日、図書館見学で職員が館内をご案内するような状況である。ぜひ個

人的に来館も、と思うところだが、日常生活が忙しいこともあり、冬休みや夏



                        

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

事務局 

 

委員 

 

事務局 

 

 

委員 

 

会長 

 

 

 

会長 

休みには親子連れで来るが、子どもの足だけで来られないこともあり、実際に

子どもたちは見ていてもなかなか自分の生活スタイルや家族の事情で足が向か

ないという現状がある。 

 

利用者懇談会はどれくらいの年齢層の方が来るのか。 

 

コロナの影響で４年ぶりの開催となるが、少数で高齢者が多いと聞いている。 

 

こういうところで若い人のニーズを出し合う機会にできないか。 

 

図書館まつりの当日のボランティアとして、高校生や大学生に参加してもら

っている。その他、大学生は司書資格取得のための実習、中学生は職業体験な

どで関わりがあり、中学生には、おすすめ本のポップアップの作成なども行っ

ている。そういった機会を通じて若者のニーズを捉えていきたいと考えている。 

 

⑵資料複写サービスについて 

著作権法に基づいて、所沢市立所沢図書館資料複写取扱規則を定め、第 

２条に掲げる資料について複写サービスを行っている。第３条では、徴収する

実費の額として 1 枚１０円としている。現在白黒のコピー機しかないため、そ

の金額となっている。例えばグラフがカラーで表示されている資料を複写する

場合、白黒ではわかりづらいとのご意見をいただくこともあり、将来的にカラ

ーコピー機を導入したいと考えている。その際には、カラーコピーした場合の

実費の額を第３条を改正して定める必要がある。なお、実費の額の参考として、

埼玉県内公共図書館等の状況について、資料のとおり他市では２０円～８０円

の幅で設定しており、紙のサイズによって、実費の額を変えている市もあった。

所沢図書館においは、導入コストなどを考慮し、カラーコピーはサイズにかか

わらず 1 枚５０円にしたいと考えている。委員の皆さまよりご意見をお聞かせ

いただきたい。 

 
分館も同じ扱いなのか。 

 

本館１台のみで考えている。 

 

使う人は少ないと思うが要望が増えたのか。 

 

利用者から要望があるがそれほど多くの方ではない。県内でも導入が増えて

いることもある。 

 

５０円が妥当。分館はリースなので切れる段階での導入が良い。 

 

他に意見はないか。 

 

意見なし 

 

 他に意見もないので了承とする。 
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４ 報告事項 

⑴ その他 利用者懇談会について 

資料のとおり、市民や利用者からご意見を伺って今後の図書館運営の参考に

していきたい。各分館の日程は表のとおりである。 

 

  

５ 閉会挨拶 

 

      

 

 


